
国民健康保険における一部負担金の減額・免除・徴収の猶予について 国民健康保険における一部負担金の減額・免除・徴収の猶予について 

措置を受けることができる要件など 

申請方法 

【問い合わせ】国民健康保険課  給付係　 ８７６－１２３４（内線３７１３～３７１５） 

●特別な理由 

●収入要件によって決定される措置 

●措置の期間 

　国民健康保険では、世帯主が災害などの特別な理由および収入要件により一部負担金の支払いが困難と認め

られた場合、その世帯の国保加入者の一部負担金の免除、減額または徴収の猶予を受けることができます。 

一部負担金とは… 

　医療機関などで保険証を提示すれば掛かった費用の一部を支払うだけで診療を受けることができます。その

とき医療機関の窓口で支払う医療費の一部を一部負担金といいます。入院・外来の保険医療給付費（医科・歯科・

調剤）が対象となります。 

　申請した月から6か月目の末日を超えない範囲です。この場合、同じ理由により再度この措置を受けよう

とするときは、その通算した期間が６か月を超えない範囲になります。 

下記の申請に必要なものを添えて、浦添市　国民健康保険課の窓口で申請してください。 

１．収入に関する証明書（給与明細や預金通帳など） 

２．特別な理由に該当することが確認できる書類（罹災証明書や医師の意見書など） 

３．保険証 

４．世帯主の印鑑（認め印可） 

５．本人確認ができるもの（免許証、パスポートなど。詳しくはお問い合わせください） 

 震災、風水害、火災、その他

これらに類する災害により、

死亡し、若しくは心身に重大

な障害を受け、または資産に

重大な損害を受けたとき 

 干ばつ、冷害、凍霜害等

による農作物の不作、不

漁その他これらに類する

理由により収入が減少し

たとき 

※１生活保護法による保護の実施要綱第７により認定する収入 

※２生活保護法による保護の基準の１に規定する生活扶助、教育扶助および住宅扶助の月額の合算額 

 事業または業務の休廃止、

失業等により収入が著し

く減少したとき 

 重篤な疾病または負傷に

より、死亡し、若しくは

心身に重大な障がいを受

け、または長期入院した

とき 

措 置  

 
免 除

 

 
減 額

 

 
徴収の猶予 

収 入 要 件  

当該世帯の認定収入月額（※１）が基準最低生活費（※２）に1.1を乗じた金額以下の場合、 
全額免除 

当該世帯の認定収入月額(※１)が基準最低生活費(※２)に1.2を乗じた額以下で、かつ、基準 
最低生活費(※２)に1.1を乗じた額を超える場合、一部負担金の５割を減額 

当該世帯の認定収入月額(※１)が基準最低生活費(※２)に1.3を乗じた額以下で、かつ、基準 
最低生活費(※２)に1.2を乗じた額を超える場合、申請した月から6か月目の末日を超えない範囲 
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「
子
ど
も
手
当
」
は
、
今
年
４
月

１
日
か
ら
「
児
童
手
当
」
に
変
わ
り

ま
し
た
。
支
給
月
額
、
支
給
要
件
な

ど
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
で
す
が
、
平

成
24
年
６
月
分
（
平
成
24
年
10
月
支

給
分
）
か
ら
は
所
得
制
限
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
所
得
制
限
額
を
超
え
る
世

帯
に
つ
い
て
は
、
月
額
で
、
一
人
に

つ
き
一
律
５
千
円
の
支
給
と
な
り
ま

す
。 

■
児
童
手
当
の
申
請
手
続 

　
平
成
24
年
３
月
31
日
現
在
、
市
で

子
ど
も
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
児
童
手
当
の
申
請
が
あ
っ
た

も
の
と
み
な
す
「
み
な
し
認
定
」
と

さ
れ
ま
す
の
で
、
改
め
て
申
請
手
続

を
行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

　
し
か
し
、
来
月
６
月
に
、
現
況
届

の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
（
み
な

し
認
定
さ
れ
た
方
に
は
６
月
初
旬
に

現
況
届
案
内
を
郵
送
す
る
予
定
で
す
。）
。 

　
ま
た
、
出
生
、
転
入
等
の
理
由
に

よ
る
申
請
は
、
出
生
、
転
出
予
定
日

等
の
翌
日
か
ら
15
日
以
内
に
手
続
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
　
　 

■
子
ど
も
手
当
の
申
請
手
続
の
延
長 

　
平
成
23
年
10
月
か
ら
の
子
ど
も
手

当
の
手
続
が
ま
だ
お
済
み
で
な
い
方

は
、
申
請
期
限
が
平
成
24
年
９
月
30

日
ま
で
延
長
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
早

め
に
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

※
児
童
手
当
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

（h
ttp
://w
w
w
.u
raso
e.lg.jp

） 

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
サ
イ
ト
内
検
索 

「
児
童
手
当
」 

　
市
で
は
、
小
学
校
就
学
前
ま
で
の

乳
幼
児
の
医
療
費
に
つ
い
て
助
成
を

行
っ
て
い
ま
す
。 

　
平
成
２４
年
４
月
１
日
か
ら
法
令
の

改
正
に
よ
り
所
得
制
限
の
限
度
額
が

変
わ
り
、
こ
れ
ま
で
所
得
の
制
限
の

た
め
、
助
成
が
受
け
ら
な
か
っ
た
方

も
平
成
23
年
度
所
得
（
平
成
22
年
中

の
収
入
）
が
新
し
い
限
度
額
（
表
参

照
）
以
内
の
場
合
は
、
助
成
対
象
と

な
り
ま
す
。 

　
平
成
２４
年
４
月
診
療
分
か
ら
助
成

を
受
け
る
に
は
、
児
童
家
庭
課
窓
口

で
資
格
登
録
手
続
が
必
要
で
す
の
で
、

必
要
書
類
を
添
え
て
手
続
し
て
く
だ

さ
い
。 

■
助
成
対
象 

　【
０
歳
か
ら
３
歳
ま
で
の
子
】（
注
２
） 

入
院
・
外
来
医
療
費
と
も
助
成
対
象

で
す
。 

※
平
成
23
年
度
の
所
得
が
限
度
額
以

内
の
場
合
は
、
登
録
手
続
に
よ
り
４

月
診
療
分
か
ら
受
給
で
き
ま
す
。 

【
４
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
ま
で
の
子
】 

入
院
医
療
費
の
み
助
成
対
象
で
す
。 

※
入
院
時
に
受
給
資
格
登
録
の
手
続

を
お
願
い
し
ま
す
。
医
療
費
の
領
収

書
は
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。 

■
手
続
に
必
要
な
も
の 

① 

健
康
保
険
証 

※
父
母
（
保
護
者
）お
よ
び
対
象
乳
幼

児
の
保
険
証 

②
保
護
者
名
義
の
普
通
預
金
通
帳 

③
印
鑑
（
認
め
印
可
） 

④
平
成
23
年
度
所
得
課
税
証
明
書 

※
平
成
２３
年
１
月
１
日
に
他
市
町
村

に
在
住
の
方
の
み
提
出
が
必
要
で
す
。 

※
所
得
、課
税
、控
除
額
記
載
の
も
の 

1人当たり支給額表（月額） 

(新）所得制限限度額表  

３歳未満  

中学生 

扶養親族等の数 

０人 

１人 

２人 

３人 

４人 

５人 

６２２万 

６６０万 

６９８万 

７３６万 

７７４万 

８１２万 

※所得には、一定の控除があります。 

　詳しくは児童家庭課までお問い合わせください。 

（平成２４年４月１日から） 

所得額（単位：円） 

３歳～ 
小学校修了 

第１、２子 

第３子 

15,000円 

10,000円 

15,000円 

10,000円 

所得制限額（注１）以上の世帯　　　　 
※平成２４年６月分から適用  
 

 5,000円 
年齢に関係なく一律 

 

問
い
合
わ
せ
　
児
童
家
庭
課
　 

　
　
　
８
７
６
‐
１
２
３
４ 

　
　
　
　
　
（
内
線
３
６
１
８
） 

乳
幼
児
医
療
費
助
成
制
度
の
お
し
ら
せ 

問
い
合
わ
せ
　
児
童
家
庭
課
　 

　
　
　
８
７
６
‐
１
２
３
４ 

　
　
　
　
　
（
内
線
３
６
１
１
） 

（注１）所得制限額は、年間収入額９６０万円（夫婦・児童２人

世帯）を基準に設定しています。扶養親族人数によって限度額が

変わりますので、詳細は市ホームページをご参照ください。 

子ども手当は 子ども手当は 

に変わりました 
児 童 手当  

（
注
２
）
４
歳
の
誕
生
日
の
前
日
が
属
す
る
月 

　
　
　
　
ま
で
対
象
で
す
。 
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